
　はじめに

　航空機内は地上と離れた密室内である。高度

３３，０００フィートの機内の気圧は約０．７気圧、気温

２４℃、湿度０～２０％、機外の気圧は２５気圧、気温は

－４０～－５５℃、湿度は０％。機内にはかならずしも

医師がいるとは限らず、たとえ医師がいても適切な

薬品・医療器具がない場合もある。また、地上の病

院までの搬送に時間を要し、他の乗客の予定も考え

ながら緊急着陸を機長が判断しなければならないた

めに、まさに窮極の判断を求められる。航空機内で

の救急患者発生に対しては、常にその現場を想定し

て患者に対処しなければならないが、そのためには

航空機内での医療キットの整備、常日頃の乗務員の

訓練、過去の事例の検討と対策が必要である。

　航空機のスチュワーデスの起源はもともと看護婦

であり、古くから航空機内の患者発生に対しては注

意が払われていた。しかし、一般乗客の快適性が第
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　航空機内での救急患者発生に対しては、常にその現場を想定して患者に対処しなければ

ならないが、そのためには機内での医療キットの整備、常日頃の乗務員の訓練、過去の事

例の検討と対策が必要である。ここでは機内での緊急医療セット、最近話題になっている

心室細動に対する半自動体外式除細動器の使用、エコノミークラス症候群、突然の乱流に

よる事故、さらに国内外での航空機による患者搬送の実際について述べた。現在日本航空

医療学会が設立されている。この学会において多くの諸問題についての討論がなされ、航

空機の救急体制についての議論がなされることが期待される。
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一に求められるため、一般航空機での患者搬送は航

空会社にとって好ましいものと思われていなかった。

現在は事前に航空会社に相談すれば、患者搬送に対

して相談にのってくれるようになる方向に流れはあ

るが、各航空会社での対処の格差は依然として存在

する。

　本論文では、航空機内での急患発生に対する、緊

急医療セット、最近話題となっている心室細動に対

する半自動体外式除細動器の使用、エコノミークラ

ス症候群、航空機内での事例としての突然の乱流（タ

ービュランス）による事故、さらに国内外での航空

機による患者搬送の実際について述べる。

　１．緊急医療セット（ドクターズキット）

　１９９３年、益子ら１）は、「公共輸送機関内で突然発

生した救急患者に対する救急救命措置と公共輸送機

関内を利用した救急患者搬送時の医療の高度化に関

する研究を行い、プレホスピタルケアの向上に寄与

すること」を目的として厚生省の班研究を行った。

　そのなかで、

　①過去３年間の航空機内発生の救急患者は、日本

の１／３の会社で３年間に１名以上の重症患者が発
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Table 1　最小限装備しなければならない救急用医薬品

数量
医薬品名(例示)代表適応病態一般名、含量等剤型医薬品

国内国際

１２乳酸リンゲル液等ショック状態Ｔａｂｌｅ　３に掲げられた点滴溶液から液量２００ｍｌ以上
のもの注射液点滴溶液

２４２０％ブドウ糖溶液低血糖２０％ブドウ糖溶液　２０ｍｌ〃ブドウ糖溶液

２４劇ボスミン心収縮力低下エピネフリン　１ｍｇ〃強心昇圧剤

２２ハイドロコートン
等ショック状態リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム５００ｍｇ、または

これと類似の効果を有するもの〃副腎皮質
ステロイド剤

２４向
劇ソセゴン胸痛、

胆石発作ペンタゾシン　１５ｍｇ〃非麻薬性
鎮痛剤

２４向ホリゾン痙攣ジアゼパム　１０ｍｇ〃鎮痛剤

－１劇メテナリン等出産後出血マレイン酸メチルエルゴメトリン０．２ｍｇ、またはこ
れと類似の効果を有するもの〃子宮収縮剤

－２ラシックス等心不全フロセミド２０ｍｇ、またはこれと類似の効果を有す
るもの〃利尿剤

－１０ポララミン等蕁麻疹マレイン酸クロルフェニラミン６ｍｇ、またはこれ
と類似の効果を有するもの錠剤抗ヒスタミン剤

１０１０劇ニトロペン錠等狭心症ニトログリセリン舌下錠　０．３ｍｇ〃冠動脈拡張剤

１０１０劇アダラートカプ
セル等血圧上昇ニフェジピン１０ｍｇ、またはこれと類似の効果を有

するものカプセル血圧降下剤

１１消毒用
エタノール液消毒用エタノール　１００ｍｌ液消毒薬

－１オスバン液等塩化ベンザルコニウム１００ｍｌ、またはこれと類似の
効果を有するもの〃消毒薬

注１）「国際」は国際運航を行う航空機に適用するもの。「国内」は国内運航を行う航空機に適用するものを示す。
　２）消毒薬は、ほかの医薬品及び医療用具箱に収納してもよい。
　３）「劇」は劇薬を、「向」は向精神薬を示す。　　

Table  2　最小限装備しなければならない救急医療用具

数量
規格医療用具

国内国際

１２輸液セット

各２各２２０ｍｌ、１０ｍｌ、５ｍｌ注射器

２４２．５ｍｌ　〃

各１０各１０２３Ｇ、２１Ｇ注射針

２４２１Ｇ翼状針

１１駆血帯

－各１大、中、小エアウエイ

－１中バイトブロック

－１用手式蘇生バッグ

－各１大、中用手式蘇生バッグ用マスク

適宜適宜アンプルカット

－適宜ガーゼ

－適宜絆創膏

適宜適宜カット綿

－各５大、中消毒綿棒

１１血圧計

１１聴診器

注１）「国際」は国際運航を行う航空機に適用するもの。「国内」は
国内運航を行う航空機に適用するものを示す。

　２）エアウエイ以下の１１品は、ほかの医薬品及び医療用具箱に収
納してもよい。
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Table  3　追加することができる標準的な救急用医薬品等(国際線／国内線共通)

医薬品名（例示）剤型一般名医薬品
生理食塩液注射液生理食塩液点滴溶液＊

５％糖液〃５％糖液
ソルデム１等〃開始液
ソリタＴ３等〃維持液
ソルラクト等〃乳酸リンゲル液
ソルラクトＤ等〃ブドウ糖加乳酸リンゲル液
ラクテックＧ等〃ソルピトール加乳酸リンゲル液
低分子デキストランＬ等〃デキストラン４０加乳酸リンゲル液
２０％ブドウ糖液〃２０％ブドウ糖液ブドウ糖溶液＊

劇ボスミン〃エピネフリン＊強心昇圧剤
劇イノバン等〃塩酸ドパミン　
劇ジゴシン等〃ジゴキシン強心剤

ハイドロコートン等〃リン酸ヒドロコルチゾンナトリウム＊副腎皮質ステロイド剤
ソルメドロール等〃コハク酸メチルブレドニゾロンナトリウム　　　　　
セレスタミン錠錠剤ペタメタゾン‐ｄ‐マレイン酸クロルフェニラミン副腎皮質ステロイド配合剤

劇ブスコパン等注射液臭化ブチルスコポラミン鎮痙剤
劇セスデン〃臭化チメピジウム　
向劇ソセゴン〃ペンダゾシン＊非麻薬性鎮痛剤
劇スタドール〃酒石酸ブトルファノール　　　
向ホリゾン〃ジアゼパム鎮痛剤＊

トラベルミン〃ジフェンヒドラミン・ジプロフィリン鎮暈剤
メチロン等〃スルピリン解熱剤
ネオフィリン等〃アミノフィリン気管支拡張剤

劇ブリカニール〃硫酸テルブタリン　　　
ネオフィリンＭ〃ジフロフィリン　　　
サルタノールインヘラー等エアゾル硫酸サルブタモール　　　

劇ドプラム注射液塩酸ドキサプラム呼吸中枢刺激剤
劇硫酸アトロピン〃硫酸アトロピン副交感神経遮断剤
劇キシロカイン静注用（２％）等〃塩酸リドカイン局所麻酔・不整脈治療剤

ラシックス等〃フロセミド利尿剤＊

劇プリンペラン等〃メトクロプラミド消化機能異常治療剤
ガスター〃ファモチジン消化性潰瘍用剤
メイロン（８．４％）等〃炭酸水素ナトリウム体液バランス是正剤
グリセオール等〃濃グリセリン・果糖脳圧降下剤
ポララミン錠等錠剤マレイン酸クロルフェニラミン＊抗ヒスタミン剤
ピレチア等注射液塩酸プロメタジン

劇ニトロペン錠等錠剤ニトログリセリン舌下錠＊冠動脈拡張剤
毒ミリスロール等注射液ニトログリセリン　　
劇ミオコールスプレーエアゾル　　　〃　　　
劇アダラートカプセル等カプセルニフェジピン血圧降下剤＊

タリビット錠錠剤オフロキサシン合成抗菌剤
クラリス錠等〃クラリスロマイシン抗生剤
セフスパンカプセルセフィキシム　
セフメタゾン等注射液セフメタゾールナトリウム　
ホスミシンＳ等〃ホスホマイシン　
ウテメリン錠錠剤塩酸リトドリン陣痛抑制剤

劇メテナリン等注射液マレイン酸メチルエルゴメトリン子宮収縮剤＊

キシロカインゼリーゼリー塩酸リドカイン表面麻酔剤
オスバン液等液塩化ベンザルコニウム消毒薬＊

消毒用エタノール液〃消毒用エタノール　
ソフラチュール貼付剤硫酸フラジオマイシン抗生物質含有貼付剤

劇リスモダンＰ等注射液ジゾピラミド不整脈治療剤
劇ワソラン〃塩酸ベラパミル　　　
劇インデラル〃塩酸プロプラノール　　　
劇ヘルベッサー〃塩酸ジルチアゼム　　　

アクチバシン等〃アルテプラーゼ血栓溶解剤（ｔ‐ＰＡ製剤）
アスパラＫ等〃Ｌアスパラギン酸カリウム無機質製剤

注１）＊はＴａｂｌｅ　１にあげられている医薬品。
　２）「劇」は劇薬を、「向」は向精神薬を、「毒」は毒薬を示す。



生

　②日本航空では毎年１～２名の機内死亡事故発生、

処置は同乗していた医師によりなされる場合が多い

　③日本航空では１８／２７＝６６．７％の医師処置率であ

り、残りの９例中３例は看護婦により処置されてい

た

　④従業員に対する救急処置教育では、ほとんどの

航空会社で適切な救急処置教育が定期的に実施され

ていた

　⑤心肺蘇生法は７５％の会社で教育。指導者として、

医師の関与する割合が６４．７％と高い。マニュアルを

有する会社も７０％と多い

　⑥航空機の救急医療用資機材の設置状況では、す

べての会社で何らかの資機材が常備されているが、

医師の使用可能な薬剤（内服、注射）の搭載はほとん

ど行われていないのが現状である

と当時報告している。

　現在、航空機運航の指標となっている取り決めは、

２０００年１月２８日制定（空時第１１号、空航第６２号）、運

輸省航空局長名の「救急の用に供する医薬品及び医

療用具について」である。大切であるので、次に紹

介する。

　航空法施行規則（昭和２７年運輸省令第５６号）第１５０

条第２項の規定により、航空運送事業の用に供する

航空機（航空法第４条第１項各号に掲げる者が経営

する航空運送事業の用に供するものを除く）であっ

て客席数が６０を超えるものに装備しなければならな

い救急の用に供する医薬品及び医療用具（以下「救

急用医薬品等」という）について、下記のとおり定

める。

　１－１　救急用医薬品等

　�救急用医薬品等は、航空機内で救急患者が発生

した場合に、当該機に乗り合わせていた医師等が応

急手当に用いるためのものであり、その取扱い等に

当たっては、薬事法（昭和３５年法律１４５号）、麻薬及び

向精神薬取締法（昭和２８年法律第１４号）等関係法令を

遵守しなければならない。

　�航空機内に装備しなければならない最小限の救

急用医薬品等は、原則としてTable 1、2のとおりと

する。

　なお、薬事法等関係法令を遵守した上で、航空運

送事業者の判断により、Table 1、2に示す以外の救

急用医薬品等を追加することができる。Table 3に

追加することができる標準的な救急用医薬品等の例

を示す。

　ただし、麻薬、覚せい剤及び向精神薬（Table 1、 

2 及びTable 3に掲げられた向精神薬を除く）を整備

してはならない。

　�救急用医薬品等の内容は、その使用実績等を見

た上で、３年後を目処に見直しを行うこととする。

　１－２　管理の体制等

　�航空運送事業者においては、救急用医薬品等を

収納する箱（以下「当該箱」という）の取扱いを管理

する総括責任者を指名すること。

　�当該箱の要指示薬（毒薬、劇薬及び向精神薬を

含む）の購入管理は医師または薬剤師が行うこと。

また、購入、譲渡（医師への交付）、廃棄等に関する

記録を適切に行うこと。

　�当該箱の航空機内での管理は、機長が行うこと。

ただし、医師または医師の指示を受けた看護婦（以

下「医師等」という）による当該箱の使用に際して

の管理については、客室乗務員に委ねることができ

る。また、盗難、紛失等の事故が生じたときには、

適切な措置を行うこと。

　�救急用医薬品等の貯法、有効期間の管理を適切

に行うこと。また、向精神薬を廃棄するときには、

購入管理を行う医師または薬剤師が、回収すること

が困難な方法により行うこと。

　�毒薬、劇薬及び向精神薬は、当該箱内において

他の医薬品と明瞭に区分して配置すること。

　�当該箱は、施錠の上、封印をすること。

　�当該箱に、医薬品及び医療用具一覧と、日本語

の他に外国語（少なくとも英語を含む。ただし、国

内運航を行う場合は除く）の手引き書を備え置くこ

と。

　�当該箱は、医師等が使用することとし、客室乗

務員は、使用前に医師等の資格の確認に努めること。

　�当該箱を使用した場合、客室乗務員は使用した

医薬品及び医療用具並びに診療内容を報告書に記録

し、当該報告書に使用した医師等の署名を得ること。

　�前項の報告書は、航空運送事業所において少な

くとも５年間保存すること。

　�国際運航を行う航空機においては日本出発時に、

また、国内運航を行う航空機においては当該箱を装

備することができる飛行場の出発時に、原則として

規定の内容量を装備すること。

　�薬事法第６９条第１項及び第７０条第２項並びに麻

薬及び向精神薬取締法第５０条の３８第１項に基づく立

入検査等が行われる場合は、これに協力すること。
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　日本航空の航空機内の緊急医療セット３）の内容を

Table 4に示す。なお全日本航空はセキュリティ上

の理由で緊急医療セットの内容を公表していない。

　航空機旅行に不適な病態は、Table 4の如くであ

る２）。

　２．心室細動に対する半自動体外式除細動器

　心臓突然死の救命率を高めるためには、できるだ

け早期に除細動を行うことが最重要で、５分以内の

除細動が米国心臓協会（ＡＨＡ：Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｈｅａｒｔ 

Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）の「心肺蘇生と救急心血管治療のため

の国際ガイドライン２０００」でも推奨されている。こ

れは５分以上の心肺停止によって脳に致命的な障害

を残すからである。

　半自動体外式除細動器（ＡＥＤ：Ａｕｔｏｍａｔｅｄ Ｅｘ-

ｔｅｒｎａｌ Ｄｅｆｉｂｒｉｌｌａｔｏｒ）は技術の進歩が著しく、誰で

も使用可能になった。この装置が専門家でなくても

誰でも扱えるのは、機械が患者の容態を判定して自

動的に作動し、心臓が動いているうちはスイッチを

入れても作動しない仕組みになっているからである。

ＡＥＤが心室細動を検出する感度と特異度は、とも

に１００％と報告されている３）。西川の報告４）によると、

乗客が急性心筋梗塞となり心室細動となった場合、

米国の飛行機の中ではスチュワーデスがＡＥＤ使っ

て、応急処置をしている。アメリカン航空などは

１９９７年からＡＥＤを搭載し、２００１年までの４年間に

２６人の乗客の命を救っている。このようなことから、

ＦＡＡ（Ｆｅｄｅｒａｌ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ａｄｍｉｎｉｓｔｒａｔｉｏｎ：連邦航空局）

は２００４年４月までに米国内線の全機にＡＥＤの搭載

を義務づける指示を出している。

　日本航空は客室乗務員に対して行っている救命訓

練に、２００２年からＡＥＤの操作を加えた。２００１年１２月

に民間航空会社の集まりである定期航空協会が厚生

労働省にただしたところ、「ドクターコールを実施

しても医師による速やかな対応を得ることが困難な

場合は、緊急時のやむを得ない措置として、客室乗

務員がＡＥＤを行っても医師法などに抵触しない」旨

の回答があり、ここにきて客室乗務員への訓練が可

能になった５）。

　日本航空では、２００１年１０月に国内航空会社として

初めてＡＥＤの導入を開始、２００２年秋にはすべての国

際線用航空機への搭載を完了する予定とのことであ

る。

　日本航空は国際線に限らず国内線にもＡＥＤの配

備を進めているが、まだ全機の配備は終わっていな

い。全日空は、まだ構想だけである。しかし、救急

救命士ですら医師の指示および心電図の伝送が必要

なのに、なぜほとんど教育もしっかり受けていない

客室乗務員の操作が可能なのか、一部では異論が出

ている４）。

　一方、諸外国ではＡＥＤは消火器のごとく、空港

や人が集まる公共施設には、必ず設置されており誰

でも操作が可能な状態になっているので、自動音声

にしたがってボタンを押すだけである。しかも医師

の指示どころか、逆にそれが置いていないところで

心停止にて死亡すると、空港会社が訴えられるとの

ことである。

　なお、一般的には航空機内で救急患者が発生した

場合、客室乗務員が医師を呼ぶが、あくまで緊急時

の対応なので、乗客が蘇生しなかった場合でも協力

した医師に責任が及ぶようなことにはならない５）。

　３．エコノミークラス症候群

　長時間機内で座っていると足がむくんでしまうの

は多くの人が経験するが、これは足の静脈の血液が

停滞したために血液の水分が血管の中から外に漏れ

出てしまったためである。このように足がむくむく

らい長時間足を動かさないで座っていると、稀では

あるが大腿深部静脈に血栓ができ、血栓の一部が血

流に乗って肺に行き肺塞栓症を引き起こし、重大な

結果を生じる。長時間座っていると血栓ができるこ

とは、１９４０年代のロンドンの防空壕で長時間座って

いた人が血栓症に罹患したことが最初の報告とされ

ている。その後、航空機旅行でも血栓ができること

が知られるようになり、患者のほとんどがエコノミ

ークラスの乗客であったことから、飛行中に生じた
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Table  4　航空旅行に適さない病態

ａ）重篤な心不全、チアノーゼ、心筋梗塞（発作後６週間以内）
ｂ）生後７日未満の新生児
ｃ）出産予定日より４週間以内にある妊婦
　　（除：便出発前７日以内の産婦人科医の証明）
ｄ）Ｈｇ８ｇ／ｄｌ以下を呈する貧血
ｅ）耳管閉塞を伴った重症中耳炎
ｆ）最近起こした特発性気胸、最近の気脳症
ｇ）縦隔腫瘍、極端に大きいヘルニア、腸閉塞、頭蓋内圧上昇、
　　頭蓋骨骨折、最近下顎に金属線接合をした下顎骨骨折
ｈ）自己及び他人に危害を与えるおそれのある精神病、
　　アルコールその他による中毒
ｉ）最近手術をして創傷未治癒、産褥婦
ｊ）延髄型、発病以来１か月を経過していない灰白髄炎
ｋ）法定・指定伝染病及び疑似感染、開放性結核、その他
　　伝染の恐れのある急性感染
ｌ）伝染性または他旅客に嫌悪の情を起こさせる皮膚疾患
ｍ）喀血、吐血、下血、激しいうめき、または嘔吐



深部静脈血栓はエコノミークラス症候群と呼ばれる

ようになった。ところがエコノミークラス以外でも

深部静脈血栓症が生ずることが報告されるようにな

り、この呼称では誤解を生ずるので、大越は「旅行

血栓症」という呼称を提唱している６）。

　エコノミークラス症候群について、欧米では１９７７

年のＳｙｍｉｎｇｔｏｎら７）の報告以来、多数の報告があり

よく知られていた。しかし、わが国ではこの病態は

ごく最近になってようやく認識され、マスコミにも

取り上げられるようになってきた８）。世界保健機関

（ＷＨＯ）は、飛行機の利用者に対して、予防策とし

て、アルコールは避けて水分を多く摂取すること、

着席中も体を動かすこと、サポートタイプのスット

ッキングの着用などを提言した。ロンドンのヒース

ロー空港に隣接したアシュフォード病院の３年間の

長時間飛行後の深部静脈血栓及び肺梗塞による死亡

者は３０例であった。航空会社側も機内誌や機内のビ

デオなどで積極的に啓蒙活動に努めており、予防法

を徹底している９）。

　４．タービュランスの事例

　タービュランスとは飛行中にしばらく続く大きな

揺れである。飛んでいる飛行機のまわりにある大気

の乱れによって発生する。従って、大気の状況によ

っては、飛行機の離着陸に近い比較的低い高度から

巡航中の高い高度に至るまでのいろいろな場面で発

生する可能性がある。

　大気の乱れの最も代表的な例は、入道雲といわれ

る積乱雲の近辺の乱気流である。大気の乱れの種類

や発生の仕方、航路上のさまざまな条件から、この

揺れをどうしても避けられない場合があり、そのた

めの唯一の方法は、機長のベルトサインが出たら速

やかにシートベルトを腰の低い位置でしっかり締め

ることである６）。

　最近のタービュランスの事例としては、１９９７年１２

月２８日、午後１１時１０分頃、新東京国際空港発ホノル

ル行きのユナイテッド航空８２６便が乱気流に巻き込

まれている１０）。機体が上下に激しく揺れたため、死

亡者１名、負傷者１２９名を出す事故となった。同機

は新東京国際空港に引き返した。空港到着後、救急

隊によりトリアージされ、重症、中等症は救急車で

搬送され、近隣の病院に収容された。軽症患者は日

本医科大学新東京国際空港クリニックにて診療され、

また重症患者は主に成田赤十字病院、日本医科大学

付属千葉北総病院に搬送された。千葉北総病院は、

重症患者を中心に１３名の患者を受け入れ、内６名が

入院した。入院した内４名は脊椎、脊髄損傷で、内

２名は重篤な後遺症を伴う脊髄損傷であった。

　大きな被害を出す飛行機事故はそのほとんどが離

発着時の事故であり、飛行中乱気流により起こるも

のは稀である。しかし、今回の事故においては、シ

ートベルトを装着していなかった乗客、乗務員に多

数の負傷者を出し、その中には死者も含め予後不良

な症例も含まれた。機体が上下に揺れるという受傷

機転より、頚椎、頚髄損傷の患者が多く、頚髄損傷

は予後に大きく影響していた。

　５．航空機による患者搬送の実態と問題点

　滝口は１９８５年以来、１５年間、国際線・国内線を利

用して医療帰還する日本人の患者数を調査してい

る１１）。その結果、国外からの医療帰還者数は一時２００

人以上を数えた年もあったが、最近では年間１００人

前後であり、以前に比して減少している。海外旅行

者数は増加しているにも拘らず、国際医療帰還者数

が減少している原因は不明である。

　一方、国内線利用のストレッチャー搬送数はむし

ろ増加している。この事実は、国民の交通手段に対

する意識変化と航空会社が以前は否定的であったス

トレッチャー搬送を、最近ではむしろ前向きに取り

扱うようになってきた企業努力の為であろう、と述

べている。

　５－１　国内搬送

　国内での患者の民間航空機を利用しての患者搬送

は、飛行時間が長くても２時間以内であり、この間、

患者が医学的に搬送に耐えられるかが問題である。

民間航空会社では重症患者搬送を一般乗客と一緒に

搬送することを好んでいない。問題点として重症患

者の呼吸・循環管理のための酸素ボンベの使用や医

薬品の持ち込み、また機内ではカーテン１枚のみで

隔離するために、急変した時に心肺蘇生が施行しづ

らい環境にあること、さらには座席を最低６席使用

するための高額の費用を要するなどがある。さらに、

航空路線を持っていない所や、乗り継ぎを必要とす

る地域では、ストレッチャー搬送そのものが困難を

極める。以下に教室で経験した主な事例を示す。

［症例１］２４歳、女性

　● 病名：気管支喘息重積発作後の蘇生後脳症

　● 搬送経路と所要時間：札幌医科大学を、８時４５分

発。搭乗者４人（患者１、医師２、付添人１）。

当日悪天候のため、ヘリコプターが飛行できず、札
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幌市消防局救急車により搬送。千歳空港着　９時３５

分。ゲート通過後、ハイリフトローダーに乗せ替え、

患者を機内に乗せ替えた（Fig.1）。

全日空、千歳発１０時３０分。羽田空港着１２時００分。

機体直下まで東京消防庁救急車が乗り入れており、

ハイリフトローダーにて救急車に乗せ替えた。

東京都練馬区の受け入れ病院着１３時００分。ついでＩ

ＣＵ（集中治療室）搬入。

　● 備考

バッテリー：札幌発から救急車内で使用、第１バッ

テリーは１１時１５分に消耗、第２バッテリーは受け入

れ病院まで使用可能であった。

酸素ボンベ：１．５�、１５０kｇ／�のアルミボンベを

使用。救急車内（札幌、東京）は、救急車搭載のボ

ンベを使用したが、半分以上残あり。

モニター：日本コーリン社製モニター（カフ血圧、

パルスオキシメーター、心電図）。

吸引器：５～６回使用（内臓バッテリー）。

航空会社の対応：患者ベッドは機体中央に、２列Ｘ

３座席のシートバックを倒した状態の上に設置

（Fig.2）。患者のみカーテンで遮蔽（スペース的に輸

送中の処置は不可能）。

［症例２］４２歳、男性

　● 病名：第６頸椎脱臼術後、頚髄損傷。

札幌よりリハビリテーションのため、患者の地元に

搬送。

　● 千歳までの交通手段：民間のリフト付き救急車手

配。飛行機には車イスのまま、リフトで上げた。ス

ーパーシート使用。飛行機内には、医薬品セット、

血圧計のみ。医師３名同乗。羽田から、川崎市の搬

入病院までは、リフト付き救急車を手配。

　なお、日本エアシステムに患者の搬送時の現行料

金を問い合わせたところ、外部に出せるストレッチ

ャーの料金表は無いが相談して下さいとのことであ

った。

　５－２　国際患者搬送（医療帰省：Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

　　　　　ｒｅｐａｔｒｉａｔｉｏｎ）

　国際化社会を迎え、ビジネスや旅行で海外に行く

ことが日常的になった現在、日本人が海外で事故や

発病のため医療を必要とすることは稀ではない。そ

の場合、患者及び家族は、日本語の通じる医師によ

る治療を希望し、さらには日本での治療を希望する

ものが多い。また逆に、日本で重症となった外国人

患者の医療帰省搬送が必要となる場合もある。

　当教室では、１９９３年よりアシスタンス会社の依頼

に応じて医療帰省搬送を行っている。しかし、それ

以前の１９９０年にサハリン州から重症熱傷患者を受け

入れて以来、厳密な意味での医療帰省搬送ではない

が、ロシア人患者またはサハリンで働く外国人患者

の医療搬送を受け入れ、治療の後に本国に送還する

という経験をしている。現在、サハリンには多国籍

からなる資源開発のコンソーシアム（国際借款団）

があり、高度医療が必要な患者が発生した場合には、

当教室が治療の受け入れを要請されている。外国人

患者を受け入れる際には、患者所属の企業の支援が

ある場合でも何らかの問題が生ずることがあり、ま

た人道的事情を優先させて搬送した患者の背景に支

援がない場合が多く、多種多様な問題が生じている。

搬送及び治療の依頼は常に突然であり、事務手続き、

言語の違い、治療費などその問題は多岐にわたる１２）。

　現在、サハリンやカムチャッカよりの患者の北海

道への搬入は、入国ビザ（ＶＩＳＡ）を所持しているこ

と、身元引受人がいること、医療費が払えること、

通訳をつけることの四つの条件を原則として満たさ

なければならないことになっている。

　１９９５年に須崎ら１３）は、国際患者搬送は、患者管

理に慣れた医師なら患者の身体的医学的な問題は判

断も容易だが、実施にあたっては費用負担と保険の

処理、迅速正確な医療情報の伝達と連絡意思疎通の

Ｎｏｖ.，２００２ＩＡＴＳＳ　Ｒｅｖｉｅｗ　Ｖｏｌ．２７，Ｎｏ．３ （　）４３
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Fig. 1　民間航空機内の患者ベッドの様子
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Fig. 2　民間航空機内での患者ベッドの位置



確保、搬送手段の用意、航空会社及び先方病院など

諸方面の協力の取り付けなど、搬送を取り巻くコー

ディネーションを行うのは難しく、医師に対する保

険のことも含めてアシスタンス会社の仲介が必要で

あると報告しており、同感である。また、日本は欧

米に比べて、受け入れ病院の体制が遅れており、医

師派遣の組織化、搬送のソフトウエアの確立の必要

性を述べているが、現在も状況はあまり変っていな

い。

　最後に、日本での初めての救急ジェット機の事例

を報告する。

［症例／カムチャッカよりの患者搬送］８２歳、男性

　● 病名：旅行先のカムチャッカで心筋梗塞となり、

知人を通じて、札幌医科大学の浅井に相談があった

ため、ただちに医療帰省支援会社のＳＯＳジャパンを

紹介した。

　● 搬送経路：１９９８年１０月３日、日本での初めての救

急ジェット機（中日本航空）が急患を運ぶため、カ

ムチャッカに向けて名古屋空港を離陸し、患者を関

西空港へ搬送した。このジェット機は医療専用で、

機内に酸素吸入のための配管などを内臓するストレ

ッチャー台や、人工呼吸器、心電計などが設置され

ており、この症例が日本で初めての救急ジェット機

の出動となった。

　おわりに

　日本では、これら航空機の救急医療の諸問題を討

議するために、日本航空医療学会（小濱啓次理事長）

が１９９４年９月に設立され、今年で第８回総会を迎え

た。航空機内での除細動の実施、エコノミークラス

症候群など、マスコミにのぼる話題もあり、航空機

内での救急医療に対して関心がもたれ出した。

　患者搬送の場合、我が国ではチャーター機の利用

が諸外国に比して少ない。大きな原因は、高額な料

金設定にある可能性があり、今後はチャーター機の

利用をもっと容易になるような欧米のような社会的

な環境整備が必要である。 
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